
第９号様式（第12条関係）

保健所長　様

☑

□　

地位を承継する法人の所在地（〒 ）

電話番号 ＦＡＸ番号

電子メールアドレス

（ふりがな） 法人番号

地位を承継する法人の名称及び代表者氏名

（合併の場合）合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書

施設の所在地　（〒 ）

電話番号 ＦＡＸ番号

電子メールアドレス

(1) 厚生労働省の食品衛生申請等システムのオープンデータとして公開されることに、 ☑ 同意する　 □ 同意しない

　 (2) (1)に同意される場合で、以下の事項のうちオープンデータに不都合がある事項についてチェックしてください。

□ 申請（届出）者住所　　 □ 申請（届出）者氏名

□ 施設の名称、屋号又は商号　　 □ 施設の所在地　　 □ 施設の電話番号

合併･分割による地位承継届の記入例

令和３年　６月１７日

合併・分割による地位承継届

☑ 合併
により

許可営業者の地位を承継したので、食品衛生法第56条第２項
の規定に基づき届け出ます。

□ 分割 届出営業者の地位を承継したので、食品衛生法第57条第２項

地
位
を
承
継
す
る
者
の
情
報

○○○－○○○○

新潟県○○市○○７丁目８番９号

○○○－○○○－○○○○ なし

○○○＠○○○○

かぶしきがいしゃ○○　だいひょうとりしまりやく　にいがた　はなこ

合併または分割年月日 　　　　　令和○年　○月　○日

添付書類
☑

□ （分割の場合）分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

○○○○○○○○○○○○○
株式会社○○　代表取締役　新潟　花子

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人

又
は
分
割
前
の
法
人

合併により消滅した法人又は
分割前の法人の所在地

（〒○○○－○○○○）
新潟県○○市○○４丁目５番６号

合併により消滅した法人
又は分割前の法人の名称

及び代表者氏名

（ふりがな） ○○しょくひんかぶしきがいしゃ　だいひょうとりしまりやく　にいがた　たろう

○○食品株式会社　代表取締役　新潟　太郎

営
業
施
設
情
報

○○○－○○○○

新潟県○○市○○１丁目２番３号

○○○－○○○－○○○○ なし

○○○＠○○○○

（ふりがな） らーめん○○　○○てん

施設の名称、屋号又は商号
ラーメン○○　○○店

3
第　　　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

備
考

営
業
許
可
業
種
・
届
出
業
種

許可番号及び許可年月日
※許可営業の場合

営業の種類 備考

1
○保（生）第○○－○○○号

飲食店営業
令和○年　　　○月　　　○日

2
第　　　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

営業許可申請（営業届出）書の情報のうち、申請者住所、申請者氏名、法人番号（法人の場合）、施設の所在地、施設の電話番号、施設の名
称、屋号又は商号、営業の種類又は形態、業態、備考の各事項については、官民データ活用推進基本法の目的に沿って、原則、厚生労働
省の食品衛生申請等システムのオープンデータとしての公開対象となります。（チェックの有無に関わらず、新潟県情報公開制度に基づく情
報公開請求があった場合、新潟県情報公開条例に基づいて、公開又は非公開を決定します。）

4
第　　　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

5
第　　　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

○○○ 届出日を記入

該当にチェック☑

営業者の地位を承継する法人の

所在地・名称などを記入

合併又は分割前の法人の

所在地・名称などを記入

届出営業で

⑬その他の食料・飲料販売業

㉔その他の食料品製造・加工業

㉙その他

を選んだ場合は備考欄に具体的な業種を記入

届出者住所などの情報が国システムのオープンデータと

して公開されることに同意するかしないか☑を記入

営業施設の所在地や

名称を記入

該当にチェック☑

・業種を記入

・許可業種の場合は番号と

許可年月日も記入

①
②

届出先の保健所名を記入



添付書類

①合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書（法務局から交付）

【吸収合併】 【新設合併】

新潟県○○市○○

株式会社Ａ

会社法人等番号 ○○○―○○―○○○

（新潟地方法務局管轄）

令和○年○月○日

新潟地方法務局○○支局

登記官 ○ ○ ○ ○

②分割により営業を承継した法人の登記事項証明書（法務局から交付）

分割前 分割後

吸収分割

※登記事項証明書のイメージは上記①と同じ

Ｂ社 Ｂ社
（消滅会社） （消滅会社）

履歴事項全部証明書

商号 株式会社Ａ

　営業許可を取得している法人を合併した事実が記載された登記事項証明書が必要です。

Ａ社 Ａ社 Ａ社 Ｃ社
（存続会社） （存続会社） （消滅会社） （設立会社）

Ｂ社
（承継会社）

建設業 建設業 飲食店事業

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明
した書面である。

　営業許可を取得している法人を分割した事実が記載された登記事項証明書が必要です。
（登記をしない事業譲渡は地位承継の対象にならず、営業許可の取得が必要です。）

Ａ社
（分割会社）

不動産業 飲食店事業 不動産業

○○○ ○○○○

○○○ ○○○○

○○○ ○○○○

本店 新潟県○○市○○

吸収合併 令和○年○月○日新潟県○○市○○株式会社Ｂを合併

令和○年○月○日登記

営業許可

営業許可

営業許可

営業許可

営業許可

営業許可


